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携帯電話本人確認のルール関連 3

１ SIMの不正転売
・SIMの不正転売が増加し、詐欺への転用等の可能性が指摘されている中、転売の防止に向けてどのような
効果的な対策が考えられるか。

２ 法人の代理権（在籍確認）
・法人の担当者が契約を行う場合における在籍確認の手法について、法令上の規定がなく、事業者によって
異なる取扱いとなっている中、利用者視点に立ってどのような方策が考えられるか。

３ 他社の本人確認結果への依拠
・携帯電話の契約時における他社の本人確認結果への依拠について、これまでの議論を踏まえ、利便性と不
正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

４ 追加回線
・2回線目以降の回線契約時の本人確認について、法令上の要件が１回線目とは異なっている中、昨今の犯
罪手口の巧妙化、高度化に対し、どのような効果的な対策が考えられるか。

５ 上限契約台数
・上限契約台数について、本人確認が適切になされない場合に、大量不正契約に繋がる可能性があるが、利
用者のニーズと不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

６ データSIM
・データSIMの本人確認について、法令上の要件が音声SIMと異なっている中、昨今の犯罪手口の巧妙化、
高度化に対し、どのような効果的な対策が考えられるか。



１～３の各論点 4

⇒ 事業者による不正検知が困難である中、犯罪抑止の観点から当面取りうる対策として、不正転売の違法性
について政府及び事業者が利用者に対してわかりやすい周知啓発を一層強化していくことに加え、事業者
による与信強化や定期的な本人確認なども考えられるのではないか。

考え方（案）

１ SIMの不正転売の事例について

考え方（案）

⇒ 法人契約については、現行の事業者の取組も踏まえつつ、利用者目線に立って予見可能性を高める観点か
ら、来店する担当者と法人の関係性を明らかにするために最低限必要な書類（電子的なものも含む）の提出
を求めるなど、所要の規定見直しが求められるのではないか。【省令事項：携帯電話不正利用防止法施行規
則第4条】

２ 法人の代理権（在籍確認）

考え方（案）

⇒ 他社の本人確認結果への依拠については、一部事業者からのニーズが認められるものの、昨今の犯罪手口
の巧妙化、高度化も踏まえると、ID/PASSの不正入手への対策や他の見直し事項の議論の進展を見極め
た上で、依拠先の本人確認の保証レベルが高く最新の本人特定事項となっていることや、依拠元の当人確
認が適切に行われることなど、依拠が適切にできる要件を整理した上でルール整備を行うことも視野に、
改めて本WGにおいて検討を深めてはどうか。

３ 他社の本人確認結果への依拠











６ データSIMの本人確認 9

⇒ データSIMについては、悪用の実態が確認されたことを踏まえ、一部の事業者ですでに自主的に行われている本人確認の取組を確実に行
う観点から、義務化について検討すべきではないか。 【法律事項：携帯電話不正利用防止法】

⇒ ただし、義務化を検討するにあたっては、貸与時の本人確認の規律も参考に、対象SIMや利用用途（訪日外国人やIoT機器）等に関して、利
便性と不正利用のバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべきではないか。

考え方（案）

【利用用途（IoT）】
• サービスの形態、運用により既に一定の対策は講じられており、IoT機器向けデータSIM（SMSなし）に関する本人確認

は不要と考える。（U-NEXT）
【利用用途（訪日外国人向けプリペイド）】
• SMS機能つき訪日外国人向けのプリペイドSIMで、詐欺事件に利用されていたりするものはあるのか要検証。（山根構

成員） →警察庁から説明
• 警察庁の4/２２発表の事例②の架空の契約者情報で契約したSMS機能がないデータ通信SIMを使用していた事件では、

プリペイドで短期滞在の観光客が犯罪に加担していたというケースなのか、確認が必要。（沢田構成員）→警察庁から説明
• 自販機での販売は、厳格化した場合は事業継続が難しい事業者もいるとのことだが、日本人でも簡単に買うことができ、

抜け穴にもなり得るのではないか。（鎮目構成員）
• プリペイドSIMを除外するべきかついては、利用可能期間の限定などによる、悪用リスクの評価・コントロールの問題があ

るが、より大きいのは、想定される利用者との関係での本人確認の現実的困難性の問題。訪日外国人に対しても原則ど
おりの厳格な本人確認を要求することは、訪日外国人にデータSIMを使うなと言うに近くなる、サービス自体が立ち行か
なくなるという問題については、筋論としては本人確認自体は必要であり、検討すべきはその方法の緩和である。貸与時
の本人確認の規律を参考にするという案も含めて、引き続き検討が必要ではないか。（中原構成員）

• 訪日外国人向けのプリペイドSIMの内、特にSMSなしについては、問題となっているSMSを使った詐欺や、電話番号の
転売などのリスクの少ない商品であり、利用期間を限定しており、本人確認不要と考える。義務化された場合、事業継続
自体が非常に困難になる。 （U-NEXT）

【本人確認の実効性】
• 例えば、ホテル宿泊の際に必ずパスポートの提示を求めている。パスポートが偽造かどうかにかかわらず、記録自体を残

すことは、偽造パスポートの出所の調査へも繋がるなど、捜査に資するのではないか。（星構成員） →警察庁から説明
• パスポートによる本人確認については、判断するのが店舗スタッフであることやから、実効性の確保が難しいのではない

か。（U-NEXT）


